
2025 年 6 月 1 日 

 

 

電気供給約款[低圧](個人)、ネッツトヨタ神戸各プラン約款の変更に関するお知らせ 

 

 

 

平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

表題につきまして、その内容を下記のとおりお知らせいたします。なお、この変更に伴うお客様自身で

のお手続きは不要です。 

 

１．約款の変更点 

 

① 電気供給約款[低圧](個人)：制限または中止の料金割引の廃止（変更前第 28 条の削除） 

 

一般送配電事業者の託送供給等約款の見直しにより、託送供給等約款の規定に基づき一般送配電事業

者が電気の使用を制限し、または中止した場合の一般送配電事業者の託送料金についての割引が廃止

されたことを受け、同割引と同内容を規定していた「制限または中止の料金割引」の規定を削除いた

しました。 

 

② ネッツトヨタ神戸各プラン約款：料金表の変更 

 

弊社は、地域大手電力会社の従量電灯メニューを基準とし、電気の使用量に応じた段階的な料金値引

きを行うことで、これまでお客さまに分かりやすい料金プランを提供しております。 

関西電力株式会社では、2024 年 4 月に料金改定を実施しておりましたが、この度、ネッツトヨタ各

プランの料金もこの内容に準じて下記の通り見直しを実施いたします。何卒、ご理解賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

 プラン単価[円/kWh] 

下段[%]は関西電力㈱従量電灯Ａとの比割引率 

最低料金 

[円/月] 

電力量料金 

第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 

 最初の 15kWh 

まで 

15kWh 超 

120kWh まで 

120kWh 超 

300kWh まで 

300kWh 超過分 

① 基本プラン 522.58 

（±0%） 

20.21 

（±0%） 

24.32 

（-5.0%） 

25.73 

（-10.0％） 

② メンテナンス

パックプラン 

522.58 

（±0%） 

20.21 

（±0%） 

23.81 

（-7.0%） 

25.15 

（-12.0%） 

③ PHV プラン 522.58 

（±0%） 

20.21 

（±0%） 

23.30 

（-9.0%） 

24.58 

（-14.0%） 

④ 従業員用 

プランⅠ 

522.58 

（±0%） 

20.21 

（±0%） 

23.30 

（-9.0%） 

24.58 

(-14.0%) 



 

 

２．変更後の約款 

電気供給約款[低圧](個人)（2025 年 8 月 1 日実施） 

基本プラン約款 

メンテナンスパックプラン約款 

PHV プラン約款 

従業員限定プラン約款 

 

３．変更後約款の効力発生時期 

 

2025 年 8 月 1 日（2025 年 9 月分の電気料金）より適用 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 

サミットエナジーカスタマーセンター 

電話番号：0120-504-124 

受付時間：平日 9:00～18:00（左記以外の時間は折り返しでの対応となります） 

お問い合わせフォーム：https://www.summit-energy.co.jp/contact/consumer/ 

 

https://www.summit-energy.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/kyoukyuyakkan_teiatu_kojin_20250801.pdf
https://www.summit-energy.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/netzkobeyakkanbasic_202508.pdf
https://www.summit-energy.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/netzkobeyakkanmaintenance_202508.pdf
https://www.summit-energy.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/netzkobeyakkanphv_202508.pdf
https://www.summit-energy.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/05/netzkobeyakkanemployee_202508.pdf
https://www.summit-energy.co.jp/contact/consumer/

